
令和  年  月  日 
 長岡市長         様 

 

  長岡市      地内の現道敷地内における道路整備工事

を実施するにあたり、下記の事項を遵守します。  

記  

  １  整備する施設の端は官民境界を表すものではない。 

 
  ２  整備する施設に係る土地の私権を行使しない。 

 
  ３  整備する施設を故意に損傷しない。 

 
  ４  整備する施設の上に構造物等を構築しない。 

 
  ５  土地所有権または借地権（地上権）を譲渡等する場合があっても 

  
    整備する施設を現状のまま存置する。 

 
  ６  その他、通常の維持管理に必要な市が提示する事項を守る。 
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